






支所発地域力向上支援金　事業評価（朝陽支所）

事業名

団体名

家屋流失等甚大な被害が予想されている。こうした状況にあることから、日頃から災害時の自助・公助の

様々な補助制度や行政機関等から入手できそうな物品等の情報を積極的に入手していただき、避難

所機能の整備充実を図っていただきたい。

普通 見込める 大いに見込める

　南屋島区は千曲川沿岸に位置し、洪水ハザードマップでは浸水深５ⅿ地帯にあり、非常事態時には

のつながりを深くしている区である。地震等の災害発生時には、区公民館を区民の避難所にしており、

公募配分事業」があるものの、同区はH29年度に活用済みのため、同事業の配分は見込めないが、

配備を進めている。今回の事業はその取り組みの一環であり、避難者のトイレ確保のために、屋外でも

2

4 5

見込めない あまり見込めない

支所長の総合評価　(次年度以降の活動への助言等)

必要性がなかった
あまり必要性がな

かった
普通 必要性があった

安全・安心活動　　

令和3年10月12日

2 4 5

(基準様式第３号)

効　果

必要性

将来性

1 2 3

1 3

3

ライフラインが使えなくなった場合にも区民が最低限の避難所生活ができるよう、必要な避難用品の

大いに必要性
があった

評価項目　(選考基準の視点で評価) 事業区分

南屋島区

区住民の避難所整備事業

4 5

特に効果があった

1

使えるポータブルトイレ等を購入し、区公民館に保管整備したものである。　

　事業報告では、避難用品取扱い研修会を行ったところ、トイレ等は簡単、短時間で組み立てができ、

が必要とする物品等を保管整備していくとのことである。支所長としても区民の安心につながったと考える。

　なお、避難所用物品の整備に関する補助制度については、共同募金　「安心・安全なまちづくり活動

効果がなかった
あまり効果がな

かった
普通 効果があった

避難者が安心して使える有用な備品であるとのこと。また、今後も区では避難生活での不足品や避難者


